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はじめに

昨今の経済・産業情況の中で、特許等の知的財産はライセンス許諾等により活用することで評
価されると言われている。従って、昨今の企業経営においては知的財産、知的財産ライセンス契
約が大変重要視されている。そして、知的財産ライセンス契約の実務においては、知的財産を使
って「あるべき知的財産経営」を実行するためにはリスクマネジメントも考慮しながら、企業経
営に資するように知的財産の戦略的活用が重要である。
また、知財ライセンス契約におけるリスクマネジメント戦略の実務は、契約書の作成・契約交
渉時の注意点という基本的内容を踏まえて、ライセンス契約に関するリスクに関する本質的、客
観的諸問題である。ライセンス契約に関するリスクマネジメントの実務は、基本、応用、戦略の
戦略部分であり、ライセンス契約実務の仕上げとなる。
なお、知的財産ライセンス契約に関するリスクマネジメント要素は多様であるが、下記の項目
を挙げることができる。
① 　リーガルリスク：法的リスクマネジメントの対象であり、例えば、特許法第104条の３に
関する問題で、一定の条件の下においては、特許権の行使が制限を受ける場合である。
② 　不可抗力リスク：例えば、自然災害等により、契約上の不利益が生じた場合のリスクマネ
ジメント対対応である。
③ 　当事者の契約違反リスク：契約当事者による契約違反により、他方当事者が契約上の不利
益を受けた場合のリスクマネジメント対応である。
④ 　ライセンスの対象の欠陥に関するリスク：例えば、特許ライセンス契約において、許諾特
許の欠陥により、ライセンシーが損害を被る場合である。
⑤ 　事情変更に伴うリスク：例えば、最低実施料規定のある特許ライセンス契約において、市
場の情況が急変して、当初想定した売り上げが不可能になった場合のリスクマネジメント対
応である。

Ⅰ　知的財産ライセンス契約

１．知的財産ライセンス契約の概要
ライセンス契約とは、知的財産・知的財産権の実施・使用・利用に関する契約で､民法上に規
定されている13種類の有名契約ではなく､無名契約である。具体的には、当事者の一方（ライセ
ンサー）が、相手方（ライセンシー）に対して、特許、ノウハウ等ライセンスの対象について、
一定の対価（実施料、使用料、利用料）により、ライセンス（実施権、使用権、利用権）を許諾
する契約をいう。

⑴　当事者
① 　ライセンサーとライセンシーの相互の信頼関係が大前提。与える側と受ける側の立場の違
いはあるが、一人勝ちの考え方ではうまくいかない。特に、改良技術の取扱い、秘密保持、
第三者の権利侵害への対応等については相互の協力が必要不可欠である。


